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論壇
�
�
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
は

Ａ
Ｄ
Ｒ
（A

ltern
a
tiv
e

D
isp
u
te

R
eso
lu
tio
n
;

裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
）
と

は
、
訴
訟
手
続
に
よ
ら
な
い
紛

争
解
決
方
法
を
広
く
指
す
も
の

で
あ
る
。
紛
争
解
決
の
手
続
き

と
し
て
は
、「
当
事
者
間
に
よ
る

交
渉
」
と
、「
裁
判
所
に
よ
る
法

律
に
基
づ
い
た
裁
断
」
と
の
中

間
に
位
置
す
る
。
Ａ
Ｄ
Ｒ
は
相

手
が
合
意
し
な
け
れ
ば
行
う
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
紛
争
解
決

方
法
と
し
て
は
、
あ
く
ま
で
双

方
の
合
意
に
よ
る
解
決
を
目
指

す
も
の
と
、
仲
裁
の
よ
う
に
第

三
者
に
よ
っ
て
法
的
判
断
が
示

さ
れ
る
も
の
と
に
大
別
さ
れ

る
。

�
�
わ
が
国
の
税
務
行
政
の
現
状
と

問
題
点

税
務
調
査
は
、
そ
の
最
終
段

階
に
お
い
て
課
税
庁
と
納
税
者

が
協
議
し
、
修
正
申
告
を
課
税

庁
が
容
認
す
る
方
法
で
事
実
上

の
和
解
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
で

は
、
国
は
多
く
の
訴
訟
上
の
和

解
を
実
現
し
て
き
た
。
租
税
事

件
を
含
む
行
政
事
件
に
つ
い

て
、
行
政
調
査
段
階
、
不
服
申

立
段
階
、
行
政
訴
訟
段
階
の
い

ず
れ
の
段
階
で
も
、
協
議
・
和

解
制
度
を
導
入
す
れ
ば
、
国
民

の
救
済
は
飛
躍
的
に
拡
大
す
る

で
あ
ろ
う
。
行
政
事
件
訴
訟
法

７
条
は
、「
こ
の
法
律
に
定
め
が

な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
民
事

訴
訟
の
例
に
よ
る
」
と
定
め
、

民
事
訴
訟
法
２
６
７
条
（
裁
判

上
の
和
解
）
が
行
政
事
件
に
も

適
用
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
て
い

る
。
新
た
な
立
法
を
し
な
く
て

も
行
政
訴
訟
に
お
い
て
協
議
・

和
解
を
な
す
こ
と
は
可
能
と
い

え
よ
う
。

ド
イ
ツ
や
ア
メ
リ
カ
で
は
、

行
政
事
件
の
多
く
が
、
協
議
・

和
解
制
度
に
よ
っ
て
（
上
記
の

三
段
階
に
お
い
て
）
迅
速
な
解

決
が
な
さ
れ
て
い
る
。
協
議
・

和
解
制
度
を
行
政
事
件
の
解
決

に
導
入
す
れ
ば
、
軽
装
備
の
専

門
的
紛
争
解
決
シ
ス
テ
ム
が
現

実
の
も
の
と
な
る
。

�
�
ド
イ
ツ
と
ア
メ
リ
カ
の
状
況

ド
イ
ツ
で
は
税
務
事
件
に
つ

い
て
、
異
議
申
立
手
続
や
訴
訟

手
続
に
お
い
て
積
極
的
に
協
議

・
和
解
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ド

イ
ツ
の
税
務
行
政
に
お
い
て

も
、
当
事
者
の
便
宜
や
能
率
的

な
課
税
等
の
た
め
に
、
収
入
金

額
や
必
要
経
費
の
金
額
に
つ
い

て
、
積
極
的
に
和
解
す
る
現
象

が
み
ら
れ
る
。

米
国
で
は
個
人
・
法
人
を
問

わ
ず
、
税
務
署
内
に
設
け
ら
れ

た
不
服
審
判
部
で
の
協
議
の
段

階
で
納
税
者
が
課
税
庁
と
和
解

す
る
可
能
性
が
非
常
に
高
い
。

米
国
で
は
、
租
税
裁
判
所
事
案

の
約
７
割
が
和
解
に
よ
っ
て
終

局
し
て
い
る
。

�
�
早
期
救
済

行
政
訴
訟
の
機
能
不
全
状
態

を
解
消
し
、
民
主
的
・
近
代
的

な
紛
争
解
決
ル
ー
ル
を
構
築
す

る
必
要
が
あ
る
か
ら
、『
課
税
庁

と
納
税
者
と
の
合
意
』
に
つ
い

て
、
明
確
な
法
的
根
拠
を
定
め

る
べ
き
で
あ
る
。
和
解
を
全
く

認
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
、

納
税
者
の
法
的
に
不
安
定
な
状

態
が
長
く
解
消
さ
れ
な
い
。
民

主
国
家
に
お
い
て
、
違
法
課
税

の
排
除
は
、
国
の
重
要
な
納
税

者
に
対
す
る
法
的
義
務
で
あ

り
、
そ
し
て
、
迅
速
な
是
正
が

不
可
欠
で
あ
る
。

行
政
事
件
で
は
、
多
様
か
つ

大
量
の
書
類
の
作
成
が
求
め
ら

れ
、
裁
決
書
や
判
決
書
の
作
成

に
は
多
大
の
労
力
が
費
や
さ
れ

て
い
る
。
裁
決
書
や
判
決
書

は
、
審
判
所
や
裁
判
所
の
判
断

を
示
す
最
も
適
切
か
つ
重
要
な

手
法
で
あ
る
が
、
迅
速
な
解
決

に
は
程
遠
く
、
早
期
救
済
方
法

と
し
て
「
和
解
」
制
度
の
導
入

が
考
え
ら
れ
る
。

�
�
紛
争
解
決
公
正
基
準
の
制
定

和
解
は
「
原
告
間
の
不
公
平

あ
る
い
は
税
務
職
員
の
不
正
に

つ
な
が
り
か
ね
な
い
」
と
い
う

心
配
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
こ

で
、
裁
判
官
が
関
与
し
た
裁
判

上
の
和
解
に
限
る
べ
き
と
の
意

見
も
あ
る
。
し
か
し
、
紛
争
解

決
に
関
す
る
公
正
基
準
を
予
め

定
め
て
お
け
ば
予
測
可
能
性
が

確
保
さ
れ
る
。
ま
た
対
立
す
る

紛
争
当
事
者
が
相
互
に
対
審

し
、
中
立
か
つ
独
立
し
た
第
三

者
が
仲
介
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う

な
協
議
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
た
和

解
条
件
は
、
具
体
的
妥
当
性
が

あ
り
、
合
理
的
な
も
の
と
な

る
。
過
去
の
裁
決
や
判
決
も
紛

争
解
決
の
た
め
の
公
正
基
準
と

し
て
利
用
す
れ
ば
、
和
解
を
裁

判
上
の
も
の
に
限
定
す
る
必
要

は
な
い
。
国
税
庁
は
、
審
理
官

制
度
に
よ
っ
て
和
解
が
公
正
に

行
わ
れ
る
よ
う
内
部
監
視
シ
ス

テ
ム
を
強
化
す
れ
ば
良
い
。
制

度
的
に
導
入
可
能
と
な
れ
ば
、

対
象
の
条
件
整
備
は
必
要
と
し

て
も
、
裁
判
所
段
階
や
国
税
不

服
審
判
所
で
も
協
議
・
和
解
手

続
を
直
ち
に
実
施
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。

�
�
協
議
・
和
解
の
実
績
公
表
と

合
法
性
原
則

東
京
都
銀
行
税
条
例
事
件
に

お
け
る
和
解
経
緯
は
公
表
さ
れ

た
。
協
議
・
和
解
に
よ
っ
て
終

結
し
た
事
件
に
つ
い
て
事
件
概

要
と
和
解
条
件
を
公
表
す
れ

ば
、
同
一
の
違
法
課
税
を
受
け

た
納
税
者
も
ま
た
救
済
を
求
め

る
で
あ
ろ
う
か
ら
公
平
性
は
確

保
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
行
政
事

件
に
お
い
て
恣
意
的
和
解
は
許

さ
れ
な
い
。
あ
く
ま
で
「
公
正

な
判
決
を
想
定
し
た
和
解
」
が

許
容
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
税

務
調
査
・
不
服
申
立
・
租
税
訴

訟
の
い
ず
れ
の
段
階
に
お
い
て

も
、
合
法
性
原
則
に
反
す
る
こ

と
は
な
い
。
証
拠
を
分
析
し
、

立
証
責
任
も
考
慮
し
、「
あ
り
う

べ
き
公
正
な
判
決
を
想
定
し
た

和
解
」
が
紛
争
解
決
方
式
と
し

て
一
般
に
な
さ
れ
て
い
る
の

で
、
恣
意
的
な
債
権
の
放
棄
で

は
な
い
。
協
議
・
和
解
は
権
利

確
定
の
一
つ
で
あ
り
、
判
決
に

至
る
前
に
迅
速
か
つ
円
滑
な
国

民
の
権
利
実
現
方
法
と
い
え
よ

う
。

�
�
ド
イ
ツ
の
租
税
争
訟
の
特
長

（
実
効
的
救
済
の
実
現
）

以
下
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
の

現
状
を
紹
介
し
、
我
が
国
の
行

政
不
服
審
査
法
及
び
国
税
通
則

法
の
改
正
が
如
何
に
行
わ
れ
る

べ
き
か
に
つ
い
て
提
言
し
た

い
。
行
政
救
済
法
の
領
域
で

は
、
調
査
や
協
議
段
階
で
あ
る

事
前
手
続
で
救
済
す
る
の
か
、

処
分
が
な
さ
れ
て
か
ら
も
行
政

争
訟
手
続
で
救
済
す
る
の
か
、

司
法
手
続
で
救
済
す
る
の
か
が

問
わ
れ
る
。
ド
イ
ツ
は
そ
の
三

面
の
い
ず
れ
で
も
十
分
な
救
済

を
実
現
し
て
い
る
。
我
が
国
の

租
税
争
訟
手
続
改
革
を
議
論
す

る
場
合
、
最
も
参
考
に
な
る
と

思
わ
れ
る
。

①

専
門
性
の
確
保

財
政
裁
判
所
と
い
う
専
門
裁

判
所
を
設
置
し
、
専
門
裁
判
官

を
配
置
し
て
い
る
。

②

民
主
化
と
監
視

名
誉
職
裁
判
官
が
参
加
す
る

参
審
制
が
採
用
さ
れ
、
司
法
の

民
主
化
と
監
視
が
実
現
さ
れ
て

い
る
。

③

迅
速
な
解
決
と
課
税
庁

と
の
和
解

異
議
申
立
手
続
に
お
い
て
、

納
税
者
と
課
税
庁
は
多
く
和
解

し
て
お
り
、
ま
た
訴
訟
提
起
後

も
口
頭
弁
論
期
日
を
開
催
す
る

前
に
、
協
議
調
停
期
日
が
開
催

さ
れ
、
事
実
の
解
明
と
訴
訟
上

の
和
解
が
多
く
行
わ
れ
て
い

る
。④

救
済
率
（
原
告
の
主
張

が
一
部
で
も
認
め
ら
れ
る
率
）

は
約
５０
％
で
高
く
、
異
議
申
し

立
て
か
ら
訴
訟
ま
で
の
手
続
き

に
お
い
て
、
約
７５
％
が
一
部
以

上
救
済
さ
れ
て
い
る
。

⑤

事
前
行
政
手
続
の
充
実

（
手
続
的
法
治
国
家
）

連
邦
行
政
手
続
法
は
、
処
分

前
の
行
政
手
続
を
重
視
し
、
不

利
益
処
分
が
な
さ
れ
る
前
の
告

知
・
聴
聞
・
理
由
附
記
等
の
手

続
保
障
を
重
視
し
て
い
る
。

⑥

行
政
救
済
と
司
法
救
済

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
陸
法
国
で

は
、
処
分
後
の
事
後
救
済
が
中

心
で
あ
っ
た
が
、
ド
イ
ツ
で
は

行
政
手
続
に
お
け
る
救
済
と
司

法
手
続
に
お
け
る
救
済
の
両
方

が
機
能
し
て
い
る
。

⑦

憲
法
裁
判
所
に
よ
る
救

済
範
囲
の
拡
大

憲
法
裁
判
所
を
設
置
し
、
租

税
法
に
関
す
る
違
憲
判
断
に
一

般
的
効
力
を
認
め
、
紛
争
当
事

者
の
み
な
ら
ず
類
似
事
件
の
当

事
者
や
将
来
の
納
税
者
を
も
救

済
す
る
制
度
が
存
在
す
る
。

�
�
行
政
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
協
議
・
和
解
制
度
の

必
要
性

ド
イ
ツ
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い

て
租
税
訴
訟
の
大
半
は
、
判
決

で
は
な
く
訴
訟
上
の
和
解
や
取

り
下
げ
に
よ
っ
て
終
結
し
て
い

る
。
か
か
る
租
税
訴
訟
先
進
国

で
は
、
行
政
Ａ
Ｄ
Ｒ
（
裁
判
外

紛
争
解
決
方
法
）
が
発
達
し
、

か
つ
租
税
訴
訟
に
お
い
て
も
協

議
・
和
解
手
続
が
定
め
ら
れ
、

迅
速
な
解
決
が
な
さ
れ
て
い

る
。し

か
し
我
が
国
で
は
「
抗
告

訴
訟
に
和
解
な
し
」
と
す
る
誤

っ
た
学
説
が
租
税
訴
訟
に
お
け

る
協
議
・
和
解
制
度
の
導
入
を

妨
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
ド
イ

ツ
や
ア
メ
リ
カ
で
は
行
政
手
続

や
司
法
手
続
に
お
い
て
、
課
税

庁
と
納
税
者
が
協
議
・
和
解
す

る
制
度
が
あ
り
、「
事
実
に
関
す

る
和
解
」
は
、
行
政
争
訟
に
お

い
て
も
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。

納
税
者
の
実
効
的
救
済
は
、
国

税
通
則
法
や
行
政
不
服
審
査
法

を
改
正
し
て
、
協
議
・
和
解
制

度
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

実
現
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ

し
て
協
議
・
和
解
制
度
の
導
入

は
、
軽
装
備
の
専
門
的
紛
争
解

決
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
可
能
と

す
る
の
で
あ
る
。
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